
令和 5 年 6 月 5 日 

箭田にこにこ児童クラブ保護者様 

箭田にこにこ児童クラブ 

 

一日保育日・保育中に警報が発令された場合の対応について 

警報が発令される季節になりました。警報が発令した場合の児童クラブの対応について

ご確認ください。 

 

【一日保育日に臨時閉所する場合】 

1. 午前 6 時以降で 7 時 30 分までに倉敷市に、大雨、洪水、暴風、大雪の「警報」のいず

れか一つでも発令されている、または「特別警報」が発令されている場合。 

 

2. 午前 6 時以降で 7 時 30 分までに真備町箭田地区に「避難指示」が発令されている場

合。 

・ 7 時 30 分以降に解除された場合も閉所です。 

・ 6 時以降に警報が出ていたが、7 時 30 分までに解除された場合は開所します。 

・ 7 時 30 分までに解除され開所になっても早朝保育は中止となります。 

・ 状況によっては支援員も出勤出来ず電話対応が出来ませんので、緊急の場合は 

ＬＩＮＥにご連絡ください。 

【保育中に閉所する場合】 

保育時間内に警報・特別警報・避難指示が発令された場合は、発令された時点で閉

所になります。速やかにお迎えをお願いいたします。 

・ ＬＩＮＥにてお知らせします。既読がつかない場合には緊急連絡先に連絡をいた

します。（返信をお願いする場合もあります。） 

・ 名札をお持ちの方以外のお迎えの場合は電話連絡をしてください。 

・ 送迎の経路や自宅周辺の安全確保が難しい状況の場合は保護者のご判断でお休み

をしていただきますようお願いいたします。 

 

◎通常の日（学校のある日）の放課後までに警報等が発令され一斉下校や保護

者に引渡しになった場合は児童クラブは閉所になります。 

 

◎通常の日（学校のある日）の臨時閉所対応については学校から出されている

手紙にてご確認ください。 


